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令和８年度における申請・認定手続き(イメージ）

オンライン
による申請

※収入要件なし・最大45.72万円(年額)

※誤ってオンライン申請を行い、判定の結果、国籍が「日本国以外」であった場合には、
不認定通知が届きます。この場合、学校の案内にしたがって、別の手続きを行ってくだ
さい。

※書類による申請も可能です。
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生徒の
手続き

都道府県の
手続き

高等学校等（外国人学校を除く）
（国籍が「日本国」の生徒） 国籍「日本国」 新入生・在校生


